
 Weekly Network News                           1999年（平成11年）1月11日創刊・毎週月曜日発行 

 
No.1018 2019年8月5日（月曜日） 

発  行  

國村公認会計士事務所 
〒760-0080 香川県高松市木太町1870-1 
TEL:(087)813-0826 
URL:http://kunimura-cpa.jp/ 

 

今週のキーワード 

「tele = 離れたところ」と「work = 働く」の造語。ICT（情報通信技術）を活用した、場所

や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。在宅勤務のほかサテライトオフィス、移動中や移

動先でパソコンやモバイル端末を使った働き方なども含む。主に妊娠、育児、介護やケガ、身

体障害などの理由で通勤が困難な人に適しているとされる。 
テレワーク 

 

地方交付税不交付団体は86団体に 
地方公共団体間の財源不均衡を調整 

 

総務省はこのほど、2019年度の地方交付税（普

通交付税）不交付団体は前年度より８団体多い86

団体（道府県分１＝東京都のみ、市町村分85）と

なることを公表した。85市町村のうち、静岡県の

裾野市と御前崎市、愛知県の豊橋市、知立市、高

浜市、田原市、滋賀県の栗東市、兵庫県の芦屋市、

佐賀県の玄海町の９市町が新たに不交付団体とな

った。逆に栃木県の上三川町は前年度不交付団体

から2019年度は交付団体になった。 

 地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均

衡を調整するため、地方法人税の全額と国税の一

定割合を国が地方に再配分するもの。このため、

不交付団体は財政が豊かともいえる。2008年に141

あった不交付団体は、リーマンショック後の2009

年には95団体、2010年には42団体に急減。これを

底に以後徐々に増えてきた。2019年度は86団体に

増え、その結果、交付団体は46道府県、1633市町

村の計1679団体となった。 

一方、消費税引上げに伴う需要を平準化するた

めに2019年度税制改正で措置された環境性能割

（自動車税・軽自動車税）の臨時的軽減（19年10

月～20年９月までに取得した自家用車の税率を

１％分軽減）による地方公共団体の減収を全額国

費で補填する必要から、新たな地方特例交付金と

して、自動車税・軽自動車税減収補填特例交付金

が創設されているが、2019年度は、自動車税減収

補填分226億円、軽自動車税減収補填分23億円が決

定した。 

テレワーク、導入企業の7割が未活用 
普及しない理由から見えるビジネスチャン
ス 

 

パーソルプロセス&テクノロジーが、1都3県のビ

ジネスパーソンを対象とした実態調査によると、テ

レワークを「導入も検討もしていない」企業は

54.0％にのぼった。導入済み企業は36.2％で、2016

年の総務省調査で導入率が13.3％だったことを踏

まえれば、順調に伸びているとも言える。しかし、

同調査では従業員数300名以上の企業でも導入率は

37.9％。しかも、導入企業の従業員のテレワーク実

施日は「週に0日」が72.6％だった。導入したもの

の、積極的な活用はされていないということだ。 

その要因は、テレワークを生かせる業務環境が整

っていないことに尽きる。やや古いデータだが、

2010年の総務省調査では、テレワークを導入しない

理由のトップが「テレワークに適した仕事がない」

だった。それは「テレワーク向けの仕事が用意でき

ない」ということであり、すなわち、「テレワーク

の生かし方を理解していない」ともいえよう。 

裏を返すと、社内環境さえ整えられれば、数少な

いテレワーク成功企業になれるということ。注目す

べきは、その取り組みにかかるコストの低さ。業種

や求められるセキュリティレベルなどにもよるが、

今やウェブ会議システムやクラウドサービスを手

軽に利用できる時代だ。人口減少にともなう空前の

人手不足時代、居住地や年齢を問わず求人できるメ

リットもある。テレワークの生かし方を考えること

で業務環境の見直しにもつながるため、まずは検討

の俎上に載せることから始めてみたい。 
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